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固定資産税（都市計画税）第１期
軽自動車税の納期は

期限までに忘れず納めましょう
●市民税課（ＴＥＬ２１－６７０３）●

5月１６日（金）～
６月　2日（月）です。
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島根県消費者センター
マスコットキャラクター
だまされないゾウくん
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ひとりで悩まず      をひとりで悩まず      を
『生活・消費相談センター』を開設『生活・消費相談センター』を開設

相談　!相談　!相談　!相談　!

　市では、消費者問題や生活困窮、多重債務などで困っ
ている方に気軽に相談していただく総合的な窓口とし
て、『生活・消費相談センター』を４月から市役所２階に
開設しました。
　センターでは、さまざまな相談に対し、最も適切な解
決方法を一緒に考え、スムーズに専門家へ相談ができ
るようお手伝いをしています。
　特に近年では、多重債務に悩む相談者が増えてきま
した。債務整理をすれば、取り立てが止まるほか、生活を
立て直すことができます。返済のための借金をする前
にセンターへ相談し、速やかに債務整理を進めましょ
う。まずは、お電話ください。

生活・消費相談センター
（広報情報課内）
☎２１－６６８２

おたずね・相談電話

＊消費者相談
架空請求、消費者トラブル、クーリングオフなどについて４人の相談
員が交替で相談に応じます。

・行政相談、交通事故相談などの各種相談日は第４木曜日発行
　（5月・１月は第５木曜日）の「広報いずも」裏表紙でご確認ください。
・各種相談日は、市ホームページにも掲載しています。

毎週水曜日 10時～15時（祝日を除く）

＊無料法律相談（要予約）
債務整理、相続手続きなど法律全般について司法書士が相談に応
じます。

毎週月曜日（月の最終月曜日・祝日を除く）
13時30分～16時30分

商品やサービスを購入する際の契約の問題、架空請求、パソ
コンや携帯電話のインターネットにおける情報利用料に関す
るトラブルなどが増え続けています。ここでは、暮らしに役立
つ消費生活の基礎知識を紹介します。

困ったときは、早めに相談を
消費者相談

（市役所2階 相談室）
毎週水曜日１０時～１5時
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